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今月のトピックス
予算

令和3年度予算執行状況・財政状況を公表します

問合せ●財政課（ 049・262・9004）

民生費
175,926 円
（51.1%）

教育費
40,500 円
（11.8%）

公債費
35,512 円
（10.3%）

総務費
28,399 円
（8.3%）

消防費
10,665 円
（3.1%）

その他
7,324 円
（2.1%）

市民 1人当たりの
支出済額

344,346 円

市民 1人当たりの
収入済額

391,989 円

国・県支出金
113,506 円
（29.0%）

市税
136,092 円
（34.7%）

地方交付税
42,686 円
（10.9%）

地方譲与税、
交付金
27,903 円
（7.1%）

分担金・負担金
8,321 円
（2.1%）

その他
63,481 円
（16.2%）

民生費
175,926 円
（51.1%）

教育費
40,500 円
（11.8%）

土木費
19,100 円
（5.5%）

土木費
19,100 円
（5.5%）

公債費
35,512 円
（10.3%）

総務費
28,399 円
（8.3%）

消防費
10,665 円
（3.1%）

その他
7,324 円
（2.1%）

市民 1人当たりの
支出済額

344,346 円

市民 1人当たりの
収入済額

391,989 円

国・県支出金
113,506 円
（29.0%）

市税
136,092 円
（34.7%）

地方交付税
42,686 円
（10.9%）

地方譲与税、
交付金
27,903 円
（7.1%）

その他
63,481 円
（16.2%） 衛生費

26,920 円
（7.8%）

衛生費
26,920 円
（7.8%）

民生費
175,926 円
（51.1%）

教育費
40,500 円
（11.8%）

公債費
35,512 円
（10.3%）

総務費
28,399 円
（8.3%）

消防費
10,665 円
（3.1%）

その他
7,324 円
（2.1%）

市民 1人当たりの
支出済額

344,346 円

市民 1人当たりの
収入済額

391,989 円

国・県支出金
113,506 円
（29.0%）

市税
136,092 円
（34.7%）

地方交付税
42,686 円
（10.9%）

地方譲与税、
交付金
27,903 円
（7.1%）

分担金および負担金
8,321 円
（2.1%）

その他
63,481 円
（16.2%）

0 20 40 60 80 100 100 80 60 40 20 0

分   担   金
および負担金

（億円） （億円）

市税

市債

その他

繰入金

国・県
支出金

地方交付税

地方譲与税
・交付金など

民生費 

総務費 

教育費 

衛生費 

土木費 

公債費 

消防費 

その他 

歳入 歳出収入済額 447億436万円（収入率 83.9%） 予算現額 533億728万9千円 支出済額 392億7,089万3千円（執行率 73.7%）一 般 会 計

155億2,060万2千円155億2,060万2千円

229億4,743万4千円229億4,743万4千円
200億6,351万9千円200億6,351万9千円

27億8,790万4千円
31億8,224万2千円

48億551万3千円48億551万3千円
48億6,812万6千円48億6,812万6千円

152億7,166万1千円152億7,166万1千円
129億4,476万3千円129億4,476万3千円

10億5,320万6千円
9億2,317万1千円

11億4,213万8千円
9億4,899万9千円

13億9,699万9千円20億3,823万3千円

46億8,328万4千円46億8,328万4千円
32億3,876万9千円32億3,876万9千円

82億7,602万8千円82億7,602万8千円
41億3,281万6千円46億1,883万2千円

28億9,858万7千円42億9,052万2千円
30億7,003万6千円

50億7,327万4千円29億5,917万4千円

40億1,513万4千円40億4,999万1千円
40億4,999万円40億4,999万円

12億5,217万6千円
12億1,628万5千円

4,868万円48億4,868万円
8億3,518万7千円

予算現額
収入済額

予算現額
支出済額95.8％

114.1%

101.3%

87.7%

83.1%

26.6%

97.4%

55.8%

71.6%

73.6%

100.0%

97.1%

17.2%

収入率 執行率162億285万4千円

87.4%87.4%

市民税、固定資産税な
ど皆さんが納めた税金

財産管理、コミュニティーの推進、
職員の人件費などにかかる経費

子どもや障がい者、高齢者な
どの福祉全般にかかる経費

各種予防接種、検診、ごみ
処理などにかかる経費

道路、公園などの維持管理
や整備にかかる経費

消防活動、災害対策に
かかる経費

小・中学校や図書館、
社会教育にかかる経費

市が事業を行うための資金
として借りたお金の返済金

議会費、労働費、農林水産業
費、商工費、諸支出金など

国や県から譲与、
交付されるお金

国や県から使いみちを
指定して交付されるお金

国から人口や税収などに
応じて配分されるお金

市が事業を行うための
資金として借りたお金

使用料、手数料、財産収入、
寄附金、繰越金など

市の基金や特別会計から
一般会計に繰り入れるお金

市が行う事業により利益を
受ける人が負担するお金

162億285万4千円
95.8% 69.2％69.2%

38億3,385万3千円

84.8%

21億7,827万5千円

84.8%

76億5,300万円76億5,300万円

43億9,101万3千円43億9,101万3千円
42億7,822万4千円42億7,822万4千円

◆特別会計・企業会計

◆市民1人当たりの収入済額・支出済額 ◆市債の残高
会計名 残高 市民1人

当たりの残高

一 般 会 計 369億9,331万1千円 324,375円

水道事業会計 16億2,438万6千円 14,243円

下 水 道 事 業
会 計 26億8,355万7千円 23,531円

合計 413億125万4千円 362,149円

会計名 歳入 歳出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 101億7,641万9千円 96億3,338万1千円 94.7% 101億7,641万9千円 94億3,257万7千円 92.7%
介 護 保 険 特 別 会 計 84億6,779万6千円 80億6,929万5千円 95.3% 84億6,779万6千円 72億3,376万7千円 85.4%
後期高齢者医療事業特別会計 13億9,258万3千円 13億6,061万8千円 97.7% 13億9,258万3千円 13億95万6千円 93.4%

水 道 事 業 会 計
収益的収支 17億6,530万9千円 16億1,271万8千円 91.4% 17億3,220万5千円 16億1,305万8千円 93.1%
資本的収支 3,271万円 2,781万円 85.0% 5億7,827万円 5億828万1千円 87.9%

下水道事業会計
収益的収支 18億1,541万円 13億9,071万円 76.6% 16億2,833万1千円 15億3,033万円6千円 94.0%
資本的収支 2億4,255万1千円 1億2,266万5千円 50.6% 4億4,394万6千円 3億5,806万9千円 80.7%

※令和4年3月31日現在の人口：114,045人。

※市の予算執行は、翌年度の4月1日～5月31日
が出納整理期間であるため、今回お知らせする
金額などは決算の値ではありません。

　市の財政運営の状況を広く市民の皆
さんにお知らせするため、財政状況を
年に２回公表しています。今回は、令
和3年4月1日から令和4年3月31日ま
での執行状況をお知らせします。
　令和3年度ふじみ野市一般会計の当

初予算は、414億7,813万5千円でし
たが、その後13回にわたる補正予算
により67億537万6千円を増額し、こ
れに前年度からの繰越事業費の51億
2,377万8千円を加えた、総額533億
728万9千円で運営されました。

　令和4年3月31日時点での予算現額
に対する収入率は83.9％、支出の執行
率は73.7％となっており、前年度同時
期と比較して収入率は1.5ポイントのマ
イナス、支出の執行率は9.4ポイントの
マイナスとなりました。
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本部

団長 島田 智之

副団長 三浦 貴士　三上 俊哉

本部員

栁川 貴之　神木 政宏
関根 寛之　柿沼 豊
宮寺 真治 土屋 健一郎
梶 寛典

班長 上明戸 恭子

消防団

ふじみ野市消防団の団員を募集しています

第3分団
（分団長：金井郁也）
第3分団
（分団長：金井郁也）

第1分団
（副分団長：加藤恵一）
第1分団
（副分団長：加藤恵一）

第2分団
（分団長：小林史剛）
第2分団
（分団長：小林史剛）

第10分団
（分団長：石川裕喜）
第10分団
（分団長：石川裕喜）

第5分団
（分団長：島田純）
第5分団
（分団長：島田純）

第7分団
（分団長：有井一貴）
第7分団
（分団長：有井一貴）

第6分団
（分団長：長嶋祐一）
第6分団
（分団長：長嶋祐一）

第8分団
（副分団長：塩野宏和）
第8分団
（副分団長：塩野宏和）

第9分団
（分団長：岸澤隆良）

第4分団
（分団長：玉田瑞樹）
第4分団
（分団長：玉田瑞樹）

島田 智之 消防団長

問合せ●危機管理防災課（ 049・262・9017）

ふじみ野市消防団の団員数は116人で、自らの仕ふじみ野市消防団 団員
事を持ちながらも、地域の消防防災のリーダーとし
て、平常時・非常時を問わず地域に密着して、市民
の皆さんの安心と安全を守るという重要な役割を
担い、活動しています。また、近年は、女性の消防
団への参加も増加しており、救命講習の指導などに
おいて活躍しています。
本年度の役員と担当地域は下の図と表のとおり

です。新たな団員も、性別を問わず募集しています。
ぜひお問合せください。

児童手当

令和４年６月から児童手当制度が変わります

問合せ●子育て支援課（ 049・262・9041）

令和４年６月分（10月支給分）から児童手当制度の一部が変わ
ります。
●変更内容
①毎年６月に提出していた現況届の提出が原則不要になります。
ただし、受給状況によって提出が必要な人もいます（対象者に
は現況届を送付します）。

②特例給付の支給について所得上限限度額が設けられ、児童を養
育している人の所得が右表の所得上限限度額以上の場合、特例
給付が支給されなくなります（該当者は受給資格消滅となりま
す）。

※翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて
認定請求書の提出が必要となります。

扶養親族等の数 所得上限限度額 収入額の目安

０人 858万円 1,071 万円

１人 896万円 1,124 万円

２人 934万円 1,162 万円

３人 972万円 1,200 万円

　４月１日より埼玉県消防協会入間
東部支部支部長およびふじみ野市
消防団長を拝命いたしました。私
たちふじみ野市消防団は、「自分
たちのまちは自分たちで守る」とい
う理念のもと、市民の皆さんの生
命、財産、地域の安心安全のため、
尽力してまいります。

※第１分団および第８分団は都合により副分団長を記載しています。第１分団および第８分団団は都合により副分団長を団
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　危機管理防災課（ 049・262・9017）

ペットのための備え

感染症対策にご協力ください

　災害時における避難は、密集した空間内での集団生
活などにより、新型コロナウイルスやインフルエンザ
などの感染のリスクが高まる危険性があります。少し
でも感染のリスクを軽減するため、災害時の避難に備
えた準備をお願いします。
●自分に合った避難を考える
在宅避難　災害によりライフラインが停止したとして
も倒壊や浸水などの危険性がなく、住み続けられる
場合は、在宅避難を考えましょう。

分散避難　避難場所を分散させるため、安全な場所に
住んでいる親戚や知人など頼れる人がいれば、そこ
に避難することも検討してください。

避難所への避難　自宅が危険な場合は、市が開設する
避難所へ避難しましょう。自分の行動範囲にある避
難所を改めて確認しておきましょう。

●手洗い、咳エチケットなどの基本的な対策の徹底
　避難した際は、小まめな手洗い、咳エチケットなど
の基本的な感染症対策を行いましょう。
●十分な換気の実施、スペースの確保
　避難所内では十分な換気を行うとともに、避難者同
士の間隔を空けて滞在するなど、スペースの確保に留
意しましょう。
●避難所への持ち物
　非常食、携帯トイレなどに加え、マスク、アルコー
ル消毒液、体温計、ハンドソープ、ビニール手袋など
の感染症対策に必要な物品も用意しましょう。

バッグ、ペットシーツ、おもちゃ、トイ
レ砂など
●健康管理や獣医師との相談など
　狂犬病の予防接種や各ワクチンの接種
状況、既往症、現在の健康状態、かかり
つけの動物病院などの情報は災害時にお
いても役に立ちます。

避難とは自然災害から「命を守るための行動」です。
自らの判断で、早い段階からの行動が大切です。

　避難情報は、夜間や深夜に発令される場合があります。命や財産
を守るため、自らの判断で早い段階から避難行動をしましょう。

浸水被害発生

今いる建物内で安全な場所へ移動する
屋内安全確保（即座に行動）

●屋内の安全な場所で待機
● 2階以上へ移動
※屋内が危険な場合は、迷わず消防や警察に
救助を要請してください。

移動が移動が危険な場合危険な場合

浸水中にやむを得ず避難する場合は…

　浮遊物のほか、下水道のマンホールや側溝
などへ転落・転倒の恐れがあり危険です。棒
などで地面を探りながら歩きましょう。

今いる場所よりも安全な場所へ向かう
立ち退き避難（早めの行動）

●安全な場所へ移動（親戚・知人宅など）
●指定避難所へ移動
●近所の高い建物などへ移動
※高台のスーパーやファミリーレストランな
ども一時待機場所として有効です。

道路が道路が冠水する前冠水する前

避難情報が出たら

●飼い主とペットの備蓄品の準備
　緊急時の食べ物（長期保存できるもの）
や飲み物、薬などの長期の被災に備えて、
最低 3日分（できれば 7日分以上）は
用意しておきましょう。
例〉リード、首輪や胴輪、フード、水、
食器、療養食、処方薬、ケージやキャリー

　また、災害発生時には感染症にかかる
危険性も高まるので、ワクチンの接種や
ダニ、ノミ、寄生虫などの駆除も普段か
ら行いましょう。
　ペットの写真や健康状態の記録を用意
しておくと、早期の治療や情報の伝達を
スムーズに行うことができます。

避難指示までに
必ず避難
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災害への備え

本格的な大雨シーズン到来 ―事前の準備で風水害に備えましょう―

問合せ● 　

●荒川・入間川・新河岸川が洪水予測・発生した場合
　緊急速報メールで洪水情報（指定河川洪水予報の氾濫
危険情報〈警戒レベル４相当〉、氾濫発生情報〈警戒レベ
ル５相当〉）を配信します。
問合せ　荒川・入間川＝国土交通省荒川上流河川事務所
防災情報課 049・246・6384
　新河岸川＝県河川砂防課 048・830・5137

国・県からの情報発信

災害時には、防災行政無線、緊急速報メール、市ホームページ、Ｆメール、デー
タ放送（テレビ埼玉・ＮＨＫ）、市公式ＳＮＳ、広報車などを使い、市から情報を
発信します。

市からの情報発信

049・256・8877

　防災行政無線電
話自動応答サービス
で、放送内容を電話
で確認できます（通
話料有料）。

　市政情報などのメール
配信サービスで放送内容
を配信します。
※事前登録が
必要です。

　テレビ埼玉とＮＨ
Ｋのデータ放送で、
放送内容を確認でき
ます。各局の視聴中
にリモコンのｄボタ
ンを押してください。

Ｆメールで確認 ｄボタンで確認電話で確認電話で確認

防災行政無線が聞き取りづらいときは防災行政無線が聞き取りづらいときは

「マイ・タイムライン」で
洪水に備える

気象庁や市が、被害発生や拡大により発表・発令
します。

マイ・タイムラインは、洪水が
起こりそうなときの自分や家族
の行動を、あらかじめ決めてお
くものです。家族で相談して作
成しておきましょう。

警戒レベルと避難情報
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※身の危険を感じたときは警戒レベルに関わらず避難してください。
※必ずしも段階的に、レベル 1から発令されるとは限りません。

市民の皆さんがとるべき行動

命を守るための最善の行動をとる

避難に備え、自らの避難行動を確認

最新の防災・気象情報に注意するなど
災害への心構えを高める
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●警戒レベル
　気象庁、市が発表・発令する情報で、災害発生の危険度
と取るべき避難行動を直感的に理解するための情報です。
●避難情報
　市が被害発生の可能性や今後の被害拡大を予想し、発
令します。被害が拡大する前に段階に応じた避難行動をと
りましょう。

昨年から「避難勧告」が
廃止され、警戒レベル 4
の「避難指示」に一本化
されました。避難指示が
出たら、危険な場所から
全員避難しましょう。

避難指示避難指示までにまでに

必ず避難必ず避難

警戒レベル4までに必ず避難！

▲市ホームページか
らもダウンロード可

　気象庁・国土交通省・県からお知らせする
気象情報や河川などの情報を市ホームページ
にリンクしています。

各防災機関のリンクを掲載


